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中村事務総長,村田総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

課長，杜下情報政策課長兼審議官，長崎審議官，
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需鱗雷富料峯’ 事務総局会議配布資料

(令禾ﾛ2. 10. 6総一印）

高等裁判所事務局総務課長等事務打合せの開催について

主催 最高裁判所

期日 令和2年11月12日 （木）

開催方法テレビ会議冴ステムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所を接続す

る方法により開催する。

協議事項 (1) 文書事務について

（2）新型コロナウイルス感染症への対応について

（3） 情報化事務担当者（裁判部） と情報化関連業務担当者（総務

課）の職務分担・連携の実情について

(4)アコロナ禍における一般広報の在り方．

イ報道対応について

（5） 総務事務の実情と課題について

ア過誤対応について

イ当事者等対応について

（6） その他総務事務全般の連絡協議

出席者 各高等裁判所事務局の総務課長及び文書企画官

合計 16人
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事務総局会議資料等2
（ ’0月6日開催）

【事務総局会議配布資料】

(令和2. 10. 6総三印）

高等裁判所首席書記官事務打合せの開催について

最高裁判所

令和2年11月6日 （金）

テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所（支部

を除く。 ）を接続する方法により開催する。

(1) IT化後の書記官事務の検討について

（2）書記官事務の整理について

各高等裁判所の民事首席書記官及び刑事首席書記官

主催

期日

開催方法

１
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協議事項4

出席者5

合計16人
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事務総局会議資料峯1
（／0月/J日開倒

令和2年秋の勲章受章者名簿(内定）

名 ’|勲等 |主要経歴 |氏
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令和2年秋の勲章受章者名簿(内定）

’|氏名|勲等 |主要経歴
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令和2年秋の勲章受章者名簿(内定）
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令和2年秋の勲章受章者名簿(内定）
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令和2年秋の勲章受章者名簿(内定）

’|氏名|勲等 |主要経歴
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令和2年秋の勲章受章者名簿(内定）
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事務総局会議資料茅ユ
（／〃月／ご日開催）

人事局）(令和2． 1013

人事院勧告等

＜資料目録＞

人事院勧告の概要（本年の給与改定）

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表

１
２
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資料2

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
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事務総局会議（第27回）議事録

日時 令和2年10月27B (火）午前10時00分 ～ 午前10時31分
b 弓

場所 総局会議室

出席

者

中村事務総長，村田総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長,手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広報

課長，杜下情報政策課長兼審議官，長崎審議官，

議事 1 人事管理協議会の開催について

徳岡人事局長説明（資料第1）

2令和2年度刑事事件担当裁判官協議会の開催について

安東刑事局長説明（資料第2）

3 首席家庭裁判所調査官協議会の開催について

手嶋家庭局長説明（資料第3）

4令和2年度家事事件担当裁判官等協議会の開催について

手嶋家庭局長説明（資料第4）

■ ｡

結果 ◎了承 1 ， 2 フ 3 ， 4



事務総局会議資料￥1
（（◎月エワ曰開催》7

(令和2. 10． 27人職印）ー

人事管理協議会の開催

(1) 東京，大阪，名古屋，福岡各高等裁判所

(2) (1)以外の高等裁判所は，次により共催

ア広島，高松各高等裁判所

イ仙台，札幌各高等裁判所

令和2年12月中又は令和3年1月中の1日

テレビ会議システムを用いて，各高等裁判所並びに各高等

裁判所管内の地方裁判所及び家庭裁判所と最高裁判所を接

続する方法により開催する。

人事管理上の諸問題

各高等裁判所の事務局次長及び人事課長並びに各地方裁判

所及び各家庭裁判所の事務局次長

主 催1

期 日

開催方法

２
Ｓ

協議事項

協 議 員

４
５

夕



事務総局会議資料事L
（ （0月ユ7日開催）

(令和2. 10. 27刑二印）

刑事事件担当裁判官協議会の開催について

期 日令和3年1月又は2月中の1日

開催形態次の各高等裁判所ブロックによる共催

①東京・高松，②大阪・仙台，③名古屋。広島，④福岡・札幌

開催場所①東京，②大阪,③名古屋，④福岡の各高等裁判所

協議事項(1)裁判員裁判の運用上の課題

（2） その他刑事事件の処理に関し考慮すべき事項

協議員各高等裁判所本庁，各地方裁判所本庁及び裁判員裁判に関する事務を

１
２

Ｓ
４

5

取り扱う各地方裁判所支部の刑事事件担当の裁判官（できる限り裁判長

とする。 ） 1人

な職これらの協議員のほか，高等裁判所並びに複数の刑事部がある

地方裁判所本庁及び裁判員裁判に関する事務を取り扱う地方裁判所支部

については，各高等裁判所管内の実情に応じて裁判官を追加して選定し

て差し支えない。

夕



事務総局会議資料亭ざ
（ノク月』7日開催）

（令和2． 10. 27家三印）

,首席家庭裁判所調査官協議会の開催について

次のとおり開催

(1)東京，仙岩各高等裁判所

(2) 大阪，札幌各高等裁判所

(3)名古屋,高松各高等裁判所

(4)福岡，広島各高等裁判所

令和3年2月中の1日

1の(1)については，東京高等裁判所

1の(2)については，大阪高等裁判所

1の(3)については，名古屋高等裁判所，

1の(4)については，福岡高等裁判所

主催1

期日

場所

２
３

ただし，各高等裁判所に対し，新型コロナウイルス感染症に関する

状況等に鑑み，必要な感染防止策を講じる観点から，具体的な開催方

法を検討するに当たってば，テレビ会議システムを用いて各家庭裁判

所間を相互に接続する方法を用いることや）出席者を限定することな

どを柔軟に検討するよう促すこととする。

，首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭裁判所調査官の調査事務等に協議事項，首席家庭裁判所調査官の執務及び家庭裁判所調査官の調査事務等

関し考慮すべき事項 ，

協議員 各家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官 合計50人

4

5



事務総局会議資料茅僕
('ｲ0月ユ7日開働

（令和2. 10、 27家二印）

家事事件担当裁判官等協議会の開催について

(1)東京，福岡各高等裁判所

(2) (1)以外の高等裁判所は，次により共催

ア大阪，高松各高等裁判所

イ名古屋，札幌各高等裁判所

ウ広島, ･仙台各高等裁判所

令和3年1月又は2月中の1日

1の(1)については，各高等裁判所

1の(2)のアについては，大阪高等裁判所

1の(2)のイについては，名古屋高等裁判所

1の(2)のウについては，広島高等裁判所

主催1

期日

場所

２
３

、

ただし，各高等裁判所に対し，新型コロナウイルス感染症に関する

状況等に鑑み，必要な感染防止策を講じる観点から，具体的な開催方

法を検討するに当たっては， テレビ会議システムを用いて各家庭裁判

所間を相互に接続する方法を用いることや，出席者を限定することな

どを柔軟に検討するよう促すこととする。

（1） 家庭裁判所全体の紛争解決機能の強化という観点から取り組む

べき調停運営に関する課題（調停の本質・利点に根差した合理的
． 〃

かつ充実した新たな調停運営の在り方という観点から）

(2) 後見関係事件の運用上の諸問題及び成年後見制度利用促進基本

計画を踏まえた地方自治体との連携における課題

各高等裁判所管内の家庭裁半I所において家事事件を担当する裁判官，

家庭裁判所調査官及び裁判所書記官

協議事項4

協議員5


